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令和２年（2020 年）京都市産業連関表等の作成及び活用手法の検討業務 

受託候補者選定のための提案書評価要領 

 
この要領は、令和２年（2020 年）京都市産業連関表等の作成及び活用手法の検討業務受託

候補者選定委員会（以下「委員会」という。）において、受託候補者を選定するための評価方

法及び評価基準を定めるものとする。 
 

１ 評価の基本的な考え方 

⑴ 委員会が実施する審査に係る評価項目は、次のとおりとする。 

  ア 業務の実施能力及び経験（実施体制、統括責任者及び担当者の能力・経験） 

    参加者が業務実施体制を整えられるか、また、業務遂行に必要な能力と経験を十分

に有しているかについて評価する。 

  イ 業務実施方針 

業務内容における企画及び提案力について、次の項目を評価する。 

① 京都市産業連関表の作成について 

・ 京都市の産業及び経済状況の特性への配慮があるか。 

・ 作成手法にについて十分に理解したうえで、後年度も見据えて、より効率的・

効果的で適切なものとなっているか。 

・ 作成工程等が後年度も見据えて、より効率的・効果的で適切なものとなって

いるか。 

② 提案される産業連関表の活用手法が効果的か。また、新規性・独自性があるか。 

  ウ ＳＤＧｓに資する取組 

    契約を通じて、社会的課題の解決に資する取組の推進を図るため、「これからの 1000

年を紡ぐ企業認定」又は「ＫＥＳ」の認定等を取得している者は、加点評価する。 

エ 見積金額 

費用の内訳が明確であり、業務を実施するのに逸脱した金額でないかを評価する。 

⑵ ⑴イに示す評価項目を最も重視して評価する。 

⑶ 見積額が募集要項２業務概要⑷の上限額を超過している場合は、原則として選定しな

いものとする。 

⑷ 評価基準に則り、各委員が採点した提案書の評価点の合計により、受託候補者を決定する。 
 
２ 評価方法 

⑴ 各委員は、「ＳＤＧｓに資する取組」及び「見積額」以外の各項目については、当該業

務の内容に照らし、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅの５段階評価で評価し（最も良いものをＡ、最

も悪いものをＥとする）、「ＳＤＧｓに資する取組」については、当該認証を取得してい

る場合はＡ、取得していない場合はＥと評価する。 

⑵ 評価の換算係数は次のとおりとする。 

   Ａ＝１、Ｂ＝０．７５、Ｃ＝０．５、Ｄ＝０．２５、Ｅ＝０ 
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⑶ 各評価項目（「見積額」の項目を除く。）の配点に換算係数を乗じて評価点を算出し、

それらを合計したうえで、小数点以下を切り捨てた値を提案書の評価点とする。 


